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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年１１月１０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 平成２２年８月４日（水） １７時００分ごろ 

発生場所 福井県高浜町若宮海水浴場沖  

高浜町所在の若狭高浜港島堤
しまてい

灯台から真方位２６０°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２９.７′ 東経１３５°３２.３′） 

事故調査の経過  平成２２年８月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ チューブ、０.１トン 

 ２５１－２０８１１福井、個人所有 

 ２.７１ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、７５.００kＷ、平成２１年７月 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ５７歳 

操縦免許を取得していなかった。 

 死傷者等 負傷 １人（同乗者） 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、貸ボートであり、操縦者が、本船を借りて操縦し、同乗者１人

を乗せ、若宮海水浴場から北西方に向けて遊走を開始した。 

 本船は、同乗者が操縦者の腰につかまった態勢で海水浴場の範囲を示す

ブイを越え、約２０ノットに増速して航行中、平成２２年８月４日１７時

００分ごろ、高さ約５０㎝の他船の航走波を左舷側から受けて右舷側に大

きく傾斜し、操縦者及び同乗者が落水した。 

 操縦者及び同乗者は、付近を航行中のプレジャーボートに救助され、同

乗者は救急車で病院に搬送された。 

同乗者は、落水した際、胸部が船体に当たって左肋骨を骨折した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ４、視界 良好 

海象：波 平穏、潮汐 ほぼ低潮時 

 その他の事項  操縦者及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

 貸ボート業者は、操縦者が操縦免許証を忘れたとのことで提示しなかっ

たが、職場旅行の幹事の口添えもあり、本船を貸し出すこととした。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、若宮海水浴場沖を遊走中、他船の航走

波を左舷側から受けたことから、右舷側に傾斜

し、同乗者が落水した際に胸部が船体に当たって
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負傷したものと考えられる。 

操縦者は、操縦免許を有していなかったことか

ら、本船を操縦してはならなかった。 

原因  本事故は、本船が、若宮海水浴場沖を遊走中、他船の航走波を左舷側か

ら受けたため、右舷側に傾斜し、同乗者が落水した際に胸部が船体に当た

ったことにより発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、貸ボート業者は、免許の提示のない者には水上オートバイを

貸し出さないこととした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・貸ボート業者に対し、無免許運転撲滅のため、免許の提示のない者に

は水上オートバイを貸し出さないなどの関係団体の指導が望まれる。 

 




